
報告（１）下関市地域公共交通利便増進実施計画策定業務について 

 

１．地域公共交通利便増進実施計画について 

 

　地域公共交通計画で定めた特定事業を実施していくための１つの計画となります。 

 

　利便増進事業は、従前の地域公共交通再編事業の内容を更に充実させた事業であり、地域

における公共交通ネットワークの再編を行う取組に加え、運賃・ダイヤ等の見直しも含め、

利用者の利便の増進に資する取組を対象としている事業です。 

 

 

 

２．計画の目的 

本計画は、下関市が「市民が継続的に利用したくなる、利便性の高い公共交通サービスを

安定的に提供する」ことを目標に掲げ、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を

明らかにするマスタープランとして、令和 7年 6月に策定した「下関市地域公共交通計画」

に定めた基本方針と施策に基づき、利用者の利便の増進に資する取組について、具体的な利

便増進事業を定めるものです。 

 

３．実施区域 

下関市全域 

 

４．実施予定期間 

５年間（令和 8年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）まで） 

 



５．実施する事業（案） 

 

 

 



６．事業の実施主体と実施スケジュール（案） 

 

 

７．協議履歴及び今後の予定 

 日時 事業者 協議概要

 令和８年１月２９日 第７回地域公共交通協議会 部会の設置

 

２月４日
サンデン交通、ブルーライン交通 

都市計画課

第１回バス部会 

・バス路線、ダイヤについて 

・市の施策について 

（補助金、運転手確保）

 
２月２７日

サンデン交通、ブルーライン交通 

都市計画課

第２回バス部会 

・利便増進事業について

 

３月１２日
サンデン交通、ブルーライン交通 

都市計画課

第３回バス部会 

・利便増進実施計画（素案）

について意見交換

 

３月２３日
サンデン交通、ブルーライン交通 

都市計画課

第４回バス部会 

・利便増進実施計画（素案）

について確認

 ３月３０日 第８回地域公共交通協議会 計画の状況報告

 

（予定）６月　　　
令和８年度 

第　回地域公共交通協議会

利便増進実施計画（案）につ

いて（議案） 

⇒協議会承認後、 

運輸局へ認定申請


